
札幌総合法律事務所［パートナー弁護士］ 

弁護士 田代 耕平 （たしろ こうへい） 

 

  

  
 不動産業者・建設業者の法律セミナー（第１０回） 

◆講演 

官公庁，金融機関，各地商工会議所等の

依頼講演多数。 

◆メディア 

・北海道新聞 「解決！働くトラブル」

（平成２５年度連載） 

・北海道建設新聞 「建設業にまつわる

法律」（平成２７年度連載） 

・北海道建設新聞 「弁護士田代耕平の

ひとりごと」（平成２８年より連載中） 

昭和 51 年生まれ。旭川市出身。法政大学法

学部卒。東北大学法科大学院修了。平成 19

年弁護士登録。不動産トラブル・欠陥住宅訴

訟，企業側の労働問題，悪質クレーマー対策，

経営戦略法務（事業整理・再生，Ｍ＆Ａ）な

どの分野に注力。建設・不動産関係の取り扱

い件数は多く業界の事情にも精通する。 

主催  札幌総合法律事務所（弁護士：田代耕平） 

後援  公益社団法人北海道宅地建物取引業協会  株式会社北海道建設新聞社 

第１０回目は，「原状回復義務」を取り上げてみたいと思います。実は、不動産に関する一

番多い相談が原状回復義務に関するご相談です。そのためか、研修も多く行われているので「ま

た原状回復か！」と思われる方も多いと思います。また、現実的にも居住用ですと金額が大き

くないため訴訟等にならないで終わるケースがほとんどです。 

しかし、原状回復義務は，疎かにすると物件の劣化が進み，やり過ぎると借主とのトラブル

が生じやすくなります。そこで、今回は、ガイドラインの解説だけではなく、そもそも原状回

復義務を論理的に検討して、ガイドラインを理由から理解して様々なケースにも応用できるよ

うな内容としたいと思います。また、テナントなどの原状回復義務についても検討を加えたい

と思いますので、ビル管理等をされている方も「また原状回復義務か？」と言わずにふるって

ご参加いただければと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士 田代 耕平（担当：佐藤）宛  FAX 番号 011-281-8458 

参加人数 （  ）名 
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取りまとめ

ご担当者 

 

部署・お役職 お名前 

 

 

 

※ 記載頂きました個人情報は，主催者において実施する事業以外には使用いたしません。また，承諾なく第

三者に提供することはございません。但し後援者による各種ご案内につきましてはご了承下さい。 

【ご案内】 

 （１）本講座は，隔月１回（偶数月）に実施の予定です。各回の実施ごとにお申し込み下さい。受講票 

の発行はありません。定員超過により受付できない場合に限り，当方よりご連絡させて頂きます。 

 （２）E-MAIL にてお申し込みの際は，標題を「10 月 17 日・建設不動産セミナー」とし，必要事項を記載

のうえ，お送り下さい。 送信先アドレス：seminar@sapporo-sogo-lo.com 

 （３）申し込むことを決めている方は，必要事項をご記入の上，受付にご提出のうえ，お帰り下さい。 

    なお，本日ご提出の際は，手控えをお取りになった上でご提出下さい。 

【お問い合せ】 

 札幌総合法律事務所 事務局（担当：佐藤）  

TEL 011-281-8448  FAX 011-281-8458   E-MAIL info@sapporo-sogo-lo.com 

この用紙をＦＡＸして下さい（FAX：011-281-84５8） 

参 加 申 込 書 

不動産業者・建設業者の法律セミナー（第１０回） 

平成２９年１０月１７日（火） 18:00～19:30 

『本当に今さら聞けない原状回復義務』 

場所：北海道建設会館大会議室（９階） ※ 参加費無料 
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